工　　事　　仕　　様　　書

１　工事名称：高良台支部共済センター解体撤去その他工事
２　工事場所：福岡県久留米市荒木町
３　：契約日～令和８年３月１０日まで

４　工事概要
(1)　共済センター建物解体撤去（アスベスト含有調査、付帯設備、物品処分、地中埋設物等含む。）
　　　構造規模：コンクリートブロック造　平屋
　　　建築面積：157.045㎡
　　　延べ床面積：157.045㎡
(2)　工事内容

	工種
	項目
	参考数量
	単位
	備考

	1.共通仮設工事
	
	
	
	

	
	既存ライフライン撤去
	1
	式
	

	
	仮囲い（建物前面のみ）
	18
	ｍ
	

	
	仮囲いゲート
	1
	式
	

	
	散水設備器
	1
	式
	

	
	工事用水（仮設対応）
	1
	式
	

	
	仮設トイレ
	1
	式
	

	
	安全交通誘導員
	14
	人工
	

	
	安全設備費
	1
	式
	

	
	重機回送費
	1
	式
	

	
	資材運搬費
	1
	式
	

	
	アスベスト含有調査（外部３検体、内部３検体、報告書作成）
	1
	式
	

	
	リサイクル届代行費
	1
	式
	

	
	アスベスト含有処理養生
	1
	式
	

	小計
	
	1
	式
	

	2.直接仮設工事
	
	
	
	

	
	外部足場架払い
	210
	㎡
	

	
	防音シート張
	210
	㎡
	

	小計
	
	1
	式
	

	3.解体工事
	
	
	
	

	
	屋内分別解体（アスベスト含有　湿潤処理）
	153.9
	㎡
	

	
	ＲＣ上部解体（アスベスト含有ＷＪ処理）
	153.9
	㎡
	

	
	ＲＣ上部解体土間、基礎解体（アスベスト含有ＷＪ処理）
	153.9
	㎡
	

	
	内部備品関係解体
	153.9
	㎡
	

	
	天カセエアコン撤去
	1
	ヶ所
	

	
	壁掛けエアコン撤去
	2
	ヶ所
	

	
	製氷機撤去
	1
	ヶ所
	

	
	業務用冷蔵庫撤去
	1
	ヶ所
	

	
	冷蔵ショーケース
	1
	ヶ所
	

	
	残置物解体（テーブル、イス等）
	1
	式
	

	
	流し台撤去
	1
	ヶ所
	

	
	コンロ台撤去
	1
	ヶ所
	

	
	作業台撤去
	1
	ヶ所
	

	
	ロッカー撤去
	1
	セット
	

	小計
	
	1
	式
	

	4.産廃処分費
	
	
	
	

	
	木くず運搬処分
	14
	㎥
	

	
	ボード類運搬処分（アスベスト含有）
	4.6
	㎥
	

	
	廃プラ運搬処分
	5
	㎥
	

	
	ガレキ類運搬処分
	3
	㎥
	

	
	コンクリート殻運搬処分（アスベスト含有）
	76
	㎥
	

	
	混合運搬処分
	3
	㎥
	

	
	残置物混載処分
	1
	式
	

	
	エアコン、冷蔵庫、製氷機処分（ガス破砕処分含む。）
	1
	式
	

	
	家電処分（電子レンジ、テレビ２台　家電リサイクル含む。）
	1
	式
	

	小計
	
	1
	式
	

	5.諸経費
	
	1
	式
	


５　分屯基地内共通事項
請負者（契約相手方）（以下「請負者」という。）は、分屯基地内において法令及び分屯基地で定めた規則を遵守し、行動しなければならない。以下に代表的な遵守事項を示すほか、細部は監督員及び検査員の指示に従わなければならない。
(1)　請負者は、分屯基地及び分屯基地の施設への立入りに関し、規則に基づく所要の手続きを実施し、分屯基地司令等の許可を受けるものとする。
(2)　請負者は、分屯基地内において施工で必要な場所以外への立入りは行わないほか、細部は監督員の指示に従うものとする。
(3)  施工時間は、平日の0815～1700を基準とし、土曜日、日曜日及び祝日に工事を実施しない。
(4)　請負者は、分屯基地内で知り得た情報について、第三者へ漏らしてはならない。
(5)　請負者は、分屯基地内における写真撮影について工事に必要な場所及び内容のみとし、監督員の許可を得るものとする。また、写真、フィルム及びデータについては、提出後完全に消去し保持しないものとする。
(6)　請負者は、工事に関連するデータは、ファイル交換ソフトがインストールされていないパソコン等を使用し処理するものとし、必要書類の提出後、当該データを消去し、保持しないものとする。

６　一般事項
(1)　一般事項

ア　本仕様書は、防衛省共済組合高良台支部が発注する標記工事に適用する。

イ　本工事の施工は、本仕様書によるほか、国家公務員共済組合施行規則契約条項、公共建築工事標準仕様書、及び公共建築改修工事標準仕様書の最新版、関係法令、関係基準等、及び分屯基地諸規則の定めるところに従い遺漏なく実施するものとする。ただし、本工事に関係なき事項については適用しない。
なお、これらに明記なき事項については、防衛省共済組合高良台支部監督員（以下「監督員」という。）の指示に従い実施するものとする。

ウ　工事の着手及び施工に当たっては、監督員とよく調整し、連絡不十分等による工事の誤りや遅滞などを避けなければならない。
エ　分屯基地機能運用上の理由により不測の事態が発生した場合、監督員の指示に従わなければならない。
オ　現場代理人は、工事現場の管理等の責任者として関係法令等を遵守するものとし、特に、事故・災害及び公害の発生防止、廃棄物の不法投棄の防止、過積載の防止等に配慮するものとする。
なお、現場代理人は工事現場の全作業員を対象とした定期的安全教育、研修、訓練等を実施する等、安全指導、安全に関する注意喚起を行う等、事故及び災害等の発生防止に努めるものとする。
カ　請負者は、施工現場において基地の電力及び給水を使用する必要がある場合、事前に監督員と調整するものとする。
なお、やむを得ず発電機を使用する場合は、低騒音型、排ガス対策上支障のない機種とするが、その機種、設置場所及び使用時間等について監督員の承認を得るものとする。
(2)　法令の遵守及び官公庁への手続き
ア　請負者は、工事の施工に当たり、工事に関する諸規則を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法令の運営の手続きについて、請負者の負担と責任において行わなければならない。
イ　工事施工のため必要な関係官公庁その他に対する諸手続きは、原則として請負者において迅速に処理しなければならない。ただし、これらの手続きに要する費用は、すべて請負者の負担とする。また、関係官公庁その他に対する交渉を要するとき、又は交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督員に申し出て協議するものとする。
(3)　疑義

請負者は、仕様書等の内容に相違がある場合や明示のない場合、又は疑いが生じた場合には、すべて監督員と協議しなければならない。その際、技術上当然施工すべき事項は、請負者の責任において行うものとする。
(4)　軽微な変更

請負者は、工事の施工に際し、現場の納まり等のため位置、又は工法に軽微な変更を生じる場合、それによる数量の増減等の変更を監督員と協議し、監督員の指示に従わなければならない。この場合、請負金額及び工期については、変更しない。
(5)　現場管理

ア　請負者は、本工事の施工に関する下請負契約を締結する場合は、施工体制台帳及び施工体系図を作成し、「建設業の許可書」等の写しを工事現場に備えるとともに、監督員に提出する。
なお、提出時期は工事着手前、体制変更時及び監督員の求める時期とする。
イ　請負者は、施工体系図、建設業の許可を示す標識、建設業退職金共済制度適用事業主の現場である旨の標識及び労災保険関係の標識、現場掲示状況の写真を監督員に提出するものとする。
ウ　工事請負金額が3,500万円以上の場合は、主任技術者の専任の者を配置し、常駐させるものとする。
(6)　安全管理

ア　現場代理人は常駐とし、工事現場の安全衛生に関する管理責任者となり、関係法令に従って管理を行う。ただし、別に責任者を定められた場合は、これに協力する。
イ　現場代理人は、全作業員を対象とした安全教育等を実施し、常に工事の安全に留意し、事故及び災害の防止に努めなければならない。
ウ　現場代理人は、常に施工場所の整理整頓を行い、特に危険個所の点検を行う等、事故の未然防止に努めなければならない。
エ　火気の使用及び溶接作業等を行う場合は、事前に監督員の承認を得るものとし、適切な消火設備及び防炎シート等を設けるなど、火災の防止措置を講ずるものとする。
(7)　養生

請負者は、施工関係区域内の次のものについて、適切な方法で養生するものとする。
ア　未使用の機械及び材料
イ　施工済の部分
ウ　在来部分
エ　汚染又は損傷の恐れがあるもの
(8)　清掃及び後片付け
請負者は、工事の完成に際し、当該工事に関する部分の清掃及び後片付けを行わなければならない。
(9)　工程表

ア　請負者は、着手に先立ち工程内容を監督員と協議の上、工程表を作成し、監督員に提出しなければならない。

イ　請負者は、工程内容に変更が生じ、その内容が重要な場合には、監督員と協議の上、工程表を変更後、速やかに提出しなければならない。

(10) 部分検査
請負者は、工事完成後に隠蔽される部分等で完成検査時に確認が困難な箇所については、監督員と協議の上、適切な時期に検査員の部分検査を受け、検査合格後工事を続行するものとする。その際、検査合格後の代価の支払いは生じない。

(11) 完成検査
ア　請負者は、工事完成の際は、監督員と協議の上、検査員の完成検査を受けるものとする。

イ　請負者は、完成検査に際し、手直し箇所が生じた場合、直ちに手直しを行い検査員の再検査を受けるものとする。
(12)　工事写真
ア　請負者は、仕様書等に基づき、工程等が適切に施工されたことが確認できる証拠書類として満足させるように撮影すること。

イ　工事写真はデジタルカメラ等を使用し、撮影した写真は工事の工程に沿って編集し、アルバム（工事写真帳）に整理の上、提出する。
ウ　撮影したデータは、提出用以外の複製を禁ずる。
エ　撮影要領
(ｱ)　施工前、中、後を施工段階毎に撮影するものとする。
(ｲ)　施工後、隠れる箇所は監督員立ち合いの上、撮影する。
(ｳ)　いずれの場合も黒板等に工事内容等を記載し撮影する。

(13) 発生材
本工事により発生する産業廃棄物の処分は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づいて適正に処分すること。また、処分に係る証明書等を監督員に提出するものとする。

(14) 他の構造物及びその他に対する注意
請負者は、工事中において、他の構造物及びその他に損傷を与えないよう十分注意して施工するものとし、損傷させた場合は、速やかに監督員に報告するとともに、請負者の負担において、必要な処置を取り完全に復旧するものとする。

(15) 提出書類
請負者は、次に示す監督員の指示する書類を作成し、遅滞なく提出するもの
とする。
	書類名
	提出期限
	様式

	入門許可申請書
	契約後、速やかに
	共済組合

	現場代理人及び主任技術者通知書
	工事施工前
	請負者

	工程表
	同上
	同上

	検査申請書
	工事完了後
	共済組合

	工事写真（施工前、中、後）
	都度
	請負者

	引渡書
	完成検査後
	同上

	その他監督員が指示する書類
	都度
	都度示す。




